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Ⅰ . 緒　言

これまで看護師のキャリアは主に病院内での実践を

中心に検討されてきた。しかし高齢化による疾病構造

の変化に伴い、人々の医療に対するニーズの多様性や

医療費の高騰などから、治療の場が院内から在宅へと

移行する傾向がみられる。このような社会情勢の中、

改めて看護実践を鑑みて看護師のキャリアを検討し直

す必要があると思われる。

１. 看護師のキャリアモデル
ベナ―(1984/1992) は、ドレイファス・モデル

に基づき看護師の熟練に達するまで 5 段階がある

とした。すなわち初心者、新人（経験１年）、一人

前（経験２～３年）、中堅（経験４～５年）、達人

（経験６年目以降）の設定をした。またシャイン

(1978/1991) は、看護師の技術習得には 10 年を要

し、キャリアステージを経験年数 10 年以下（初期）、

11 ～ 20 年（中期）、20 年以降（後期）と設定した。

国によって養成課程は異なるが、我が国における看

護師のキャリアに関する研究は主に 2000 年以降に

みることができる ( 水野ら，2000; 川村，2002)。

２. 看護師の中期キャリア
ベナ―(1984/1992) のドレイファス・モデルでは、

経験４～５年を中堅としているが、これまでの研究

では、中堅を経験 5 年目から 20 年目頃と捉え方に幅

があった。上野ら（2002）は、36 ～ 40 歳の実践能

力が低いのは、子育ての時期や再就職というライフ

ステージを反映した結果としている。宮田ら（2005）

も 10 ～ 15 年目の看護師のモチベーションの停滞を

指摘し、日常の看護業務に加えライフイベントによ

る生活領域の状況変化があり日常生活に最も変化の

見られる時期とした。辻ら (2007) は、生涯にわたり

向上するといわれている看護実践能力も中堅看護師

（看護師経験 5 ～ 20 年目）にプラトー現象が起こる

とした。中堅以上の看護師に起こるキャリア・プラ

トー現象を明らかにし、その防止策を講じる必要性

が指摘された。

３. 看護師の後期キャリア
グレッグら (2005) は、臨床経験 20 年以上の看護

師は、目標・専門領域の不明確さに悩んでいるもの

も多く、社会・組織への貢献を今後のマネジメント

として挙げたものは少ないとしている。中期から後

期キャリアにかけてのこの期間は、一般的に女性は

ライフイベントを経験し、子供の独立や親の介護な

どの社会的な役割を担うことになる。定年間近にお

ける老後の生活に向けた仕切り直しの時期でもあり、

看護師のキャリアアップになんらかの影響をもたら

すのではないかと思われる。後期キャリアの充実に
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は後期キャリアにおける看護実践目標の明確化やケ

アの実践に関する研究が必要になる。

４. 看護師のキャリアにおける最終の看護実践目標
看護実践は、専門知識・技術に基づき、対象の ｢

安全 ｣｢ 安楽 ｣｢ 自律 ( 自立 )｣ をめざした意図的・直

接的な行為である。特に ｢ 安楽 ｣ は、看護の原則で

あり看護目的の根本をなし、生活習慣や生活様式の

尊重、人間らしく生きることの保障において重要性

が指摘されてきた（吉田，1954；川島，1977)。看

護の原則であり看護目的の根本をなす「安楽」につ

いての看護実践を調査することで看護師のキャリア

を把握することができるのではないかと考えた。そ

のために、看護師の「安楽」の考えを把握する目的

で山元ら (2005) は、総合病院に勤務する複数の診療

科の看護師を対象に ｢ 安楽 ｣ の捉え方に関してイン

タビューと自由記述調査を実施した。質的 KJ 法を繰

り返した結果、「身体が楽、気持ちが穏やか、自己

決定の範囲拡大、セルフケアの自律」の 4 要素を抽

出した。

そこで本研究では、「安楽」ケアに焦点を当て、

明らかになった上述の 4 要素が組み込まれた「安楽」

ケアに重きを置いた看護実践を最終的な看護実践目

標レベルと仮定し後期キャリアに至るまでの看護実

践の状況を検討し、該当レベルまでの看護実践はど

のようなプロセスをたどるか、最終的な看護実践目

標レベルとは如何なる実践の展開なのかを明らかに

することにした。

そうすることで中期キャリアでのプラトー現象や

モチベーションの停滞の原因、後期キャリアまでの

最終的な看護実践目標レベルの設定が明らかになる

と思われる。

Ⅱ．研究目的

本研究は、「安楽」ケアの看護実践の頻度を測定し

経験年数ごとの比較することを通して、①「安楽」ケ

アにおける最終的な看護実践目標レベルとは如何なる

看護実践の展開を示すか。 ②「安楽」ケアにおける最

終的な看護実践目標レベルまでの看護実践はどのよう

なプロセスをたどるか、を明らかにする。

Ⅲ . 研究方法

1. 用語の定義
「安楽」ケア：「安楽」とは、看護の対象者の身

体が楽になり、気持ちも穏やかな状態で、今後の方

針について双方で話し合い自己決定の幅が拡大し、

その人なりのセルフケアの自律ができること。「安

楽」ケアとは、看護師が提供するケアは、看護の対

象の安全を基盤に、「安楽」になるような看護実践

をいう。

看護実践目標：看護師が夫々の「安楽」ケアの課

題に向けて取り組む看護実践 ( ケア ) の目標をいう。

看護実践目標レベルは看護実践目標の段階である。

キャリア・ディベロップメント：キャリアは個人

の職業上の地位や役割を獲得しながら職業人として

の能力やアイデンティを形成していくこと。キャリ

ア・ディベロップメントは、生涯における個人のキャ

リア目標と組織の人材育成目標を双方が実現できる

ようにしていくことである（和田ら，2002）。

２. 研究対象者
総合病院の選択基準：①東京都内及び近郊の 200

病床以上の病床を有する、②病院組織や看護部の目

標が明確である、③看護師を対象とした院内教育が

実施されている、④日本医療機能評価機構の審査に

合格している、を条件とした。

研究対象者の条件：①対象者の職位は直接患者ケ

アを実践している主任看護師まで。②対象者の勤務

部署や人数は各病院の看護部長に一任した。

３. 調査方法
研究目的や研究方法の説明、調査用紙の配布等は

看護部長を通して各職場の看護師長に口頭や文書で

依頼した。調査用紙は専用封筒に入れて配布し，記

入後は封入し投函するよう依頼した。

４. 調査内容
フェイスシート項目は、年齢、性別、資格（准看

護師・看護師・助産師・保健師）、看護基礎教育課

程、看護師としての経験年数、現職場での経験年数、

所属部署、とした。

看護行為に関する項目に関しては、Kolcaba(2006)

が看護介入で示した comfort の下位項目や佐藤ら

（1997）の調査内容や筆者らの臨床経験、「安楽」

のインタビューと安楽についての自由記載の調査結

果に基づき作成した項目の計 94 項目を用いて 3 ヶ所

の総合病院、介護老人保健施設・訪問看護ステーショ

ン各 1 ヶ所で看護師計 440 名を対象に予備調査を実

施し分析した結果、65 項目を本研究では用いた。

回 答 形 式： 各 質 問 項 目 の 実 践 頻 度 は「 私 は

････････ している ｣ という形式で、回答は最近の看

護実践を思い起こし、４件法（1: 全く実践していな
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い、2: あまり実践していない、3: 大体実践している、

4: 常に実践している）とした。

５. 調査期間
新人看護師が職場に慣れ一般的な看護業務ができ

るようになる時期を考慮し 2007 年 11 月～ 2008 年

1 月とした。

６. 分析方法
基本統計の算出、経験年数９群の各項目の平均値

を比較するために、一元配置分散分析と多重比較を

実施した。 

７. 倫理的配慮
本研究は、東京女子医科大学の倫理委員会の審査

を受けて実施した ( 承認番号 1073)。研究協力者への

依頼文には、研究目的・概要、および協力者の権利、

プライバシーの保護、個人情報の保護、データの守

秘義務、研究結果は公表すること、研究への参加は

投函をもって同意を得たものとすることを明記した。

Ⅳ . 研究結果

1. 対象者の属性
承認を得られた施設は 17 施設で、病院の設置主体

は公立 2 施設、私立 15 施設であった。調査用紙は

2.832 名の研究協力者に配布し 1,432 名から返信が

あり、有効回答は 1,375 名（48.6％ ) であった。今

回の分析対象は基礎教育課程を考慮し看護師と助産

師の 1,297 名とした。性別は男性 49 名 (3.8％ )、女

性 1,246 名 (96.1％ )、不明 2 名 (0.1％ ) であった。

年齢は 21 ～ 61 歳で 23 ～ 26 歳が最も多く 33.8％

を占め、平均年齢 32.1 歳（SD ＝ 9.2）であった。看

護師の経験年数は 1 ～ 38 年の範囲で 1 ～ 4 年目が

最も多く 27.1％を占め、平均経験年数は 9.2 年（SD

＝ 8.8）、職種は看護師 1.256 名（97.％）、助産師

41 名 (3.0％ ) であった。

ドレイファス・モデルに基づき、対象者を経験１

年未満 ( 新人レベル )、経験２～３年目 ( 一人前レベ

ル )、経験４～５年目 ( 中堅レベル ) に分類した。さ

らに経験６年目以降をケアの実態が分かるように５

年毎に区分し、計９段階設定した。各経験年数区分

の対象者数は、１年目 111 名 (8.6%)、２～３年目

243 名 (18.7%)、４～５年目 189(14.6%)、６～９年

目 243 名 (18.7%)、10 ～ 14 年 目 221 名 (17.0%)、

15 ～ 19 年 目 130 名 (10.0%)、20 ～ 24 年 目 75 名

(5.8%)、25 ～ 29 年目 45 名 (3.5%)、30 年目以上 40

名 (3.1%) となった。

２. 項目毎の経験年数別の平均値の比較
１) 経験年数に伴った実施頻度の時系列的変動パター

ン

　　本研究ではそれぞれの看護実践内容が経験年数

の変化に伴ってどのような頻度でなされるのか、

その変容傾向から看護実践内容をまとめた。次に

各経験年数群の各項目の平均値を算出し、経験年

数９群の各項目の平均値を比較するために、１元

配置分散分析を実施し多重比較を試みた。その結

果、有意差のあった 43 項目は、経験年数と共に

徐々に実施頻度が上昇し 30 年目以上群に至って最

も得点が高くなった項目は認められなかった ( 表

1)。多くの看護実践内容は，経験年数が上がるこ

とで実施頻度が増加するといった単純な関係を示

すものではないことが示された。経験年数の変化

に伴った実践状況の変容が同じ傾向のものをまと

めてみた結果、いくつかのパターンが示された。

特に、多くの項目において４～５年目群よりも６

年目以降（達人レベルに該当）で実施頻度が高く

なったが、その後の変動に関して、以下３つのパ

ターンが認められた。なお、項目の () には質問項

目 No を記載した。

① 15 ～ 19 年目群もしくは 20 ～ 24 年目群が他

の経験年数群よりも高くなった項目：楽になる

方法についてチームメンバーや他職種と情報交

換 (9)、ケア時の安全を考慮した援助 (10)、対象

が自己決定できるようにチームメンバーや他職

種と情報交換 (45)、他職種と情報交換し日常生

活に配慮しながら自律した生活ができる実践で

ある。

② 25 ～ 29 年目群においては４～ 5 年目群から

20 ～ 25 年目群まで実践頻度が低下するが 30

年目以降になると上昇した項目：これらの項目

は次の下位パターンに分類された。

(1) 低下するまで徐々に上昇した項目：在宅での生活

に必要なサービスの紹介 (61) 定期的な健康診断や

外来通院の必要性の説明、(63) の日常生活での医

療やサービスの利用を促す実践である。

(2)4 年目以降になって上昇した項目：医師の説明

で納得できない時に、再度医師に説明を促す援助

(41)、医師の説明に納得できないとき説明の補足

（44）、の医師への再説明を促す実践である。

６年目以降になり上昇した項目：検査や処置の

必要性の説明 (35)、疑問など医師に質問や確認が

できるような援助 (40) 等、4 年目以降になって上
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昇した項目も含め、患者に対する検査や治療につ

いての説明不足を回避する実践である。

15 ～ 19 年目になって上昇した項目：ケアの目

的・方法・時刻・所要時間の具体的な説明 (37)、

自身で今後の治療方針を決められるような援助

(38) 等、治療方針に関する自己決定を促す実践で

ある。

20 ～ 24 年目になって上昇した項目：発汗時や

汗臭い時の速やかな清潔ケアの実施 (06) 等、治療

や検査に直接関連することではなく、患者の身体

的反応や内面の反応への注視する実践である。

③ 30 年目以降群で上昇した項目：訴えを傾聴し

苦痛の軽減のための方法の選択 (08)、排泄コール

への速やかな援助 (13)、生活習慣に沿うような援

助 (15) 等、個別に配慮した生活への直接的な実践

である。加えて患者の意見や考えを尊重したケア

の実施 (47)、新しい生活様式を身に着けるプロセ

スの観察と援助 (58) 、健康状態の維持・増進への

援助 (64) 等、個別の生活の発展に対する間接的な

実践である。セルフケアに向けての配慮や施設内

から地域での生活に向けた促しが含まれた。個別

を尊重しその人らしい生活が維持できるような状

況づくり、個別に応じたその人の生活を構築する

ための実践である。

２) 経験年数に関わりない実践

　　経験年数９群の各項目の平均値を比較するため

に試みた１元配置分散分析の結果、どの群間にお

いても有意差が認められなかった項目が 22 項目認

められた。実践状況に経験年数変化が反映されな

いもので，どの経験年数群でも実践状況が共通し

ていると判断し、因子分析（主因子法、プロマッ

クス回転）を試みた結果、2 因子が抽出された ( 表

２)。

　　第１因子は、希望の生活ができるような支援

(53)、自律を目指した日常生活の環境調整や整備

(52)、日常生活が自律してできるような自助具の

工夫（50）、など自律を目指した具体的な実践や

環境整備とした。第２因子は、不安や心配の傾聴

(27)、ケア後の反応の確認と必要時の援助 (29)、

といったように患者との言語的なコミュニケー

ションによる実践とした。

　　因子毎に項目の合計得点を算出し、９つの経験

年数群間の比較を試みた結果、何れの群間にも顕

著な差異は認められなかった。特に１年未満群と

の差異も認められなかったことから、キャリアに

関係なく看護業務に従事する者にとっていわば看

護師としてのスタートラインに位置づけできる業

務内容が含まれた。  

３) 看護師のキャリア・ディベロップメント

　　上述１）２）の結果を表 3 にまとめた。第１段

階は看護教育を終えた段階で到達すべき水準で看

護師の基本として従事し続ける実践内容である。

第２段階は４～５年目に到達すべき実践は、おお

よそ 10 年間継続される内容と位置づけられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n=1297

no Ｆ１ Ｆ２
第第11因因子子　　具具体体的的なな援援助助やや環環境境整整備備（（αα==..888822））
53 生活状況が変化したとき、対象の希望している生活ができるように支援している 00..880044 -0.063
52 00..779911 -0.057
57 00..669900 -0.024
50 00..667755 -0.096
58 00..667700 0.054
51 00..665555 0.006
25 00..660011 0.035
54 00..448811 0.092
11 00..447700 0.098
7 00..442288 0.160
46 00..336655 0.262
12 00..334433 0.263

第第22因因子子　　患患者者ととのの言言語語的的ななココミミュュニニケケーーシショョンンにによよるる援援助助（（αα==..881188））
27 -0.120 00..881188
29 0.031 00..665511
28 -0.035 00..663366
43 0.070 00..660088
26 -0.013 00..557711
22 0.123 00..447733
21 0.019 00..442222

39 0.264 00..440000

固有値 7.326 1.662

因子寄与率（%） 36.628 8.308

累積寄与率（%） 36.628 44.935

注) 主因子法・プロマックス回転

意思決定したことを、尊重して援助している

ケアを行った後必ず気持ちが楽になったかどうかの反応を確認し、必要時援助をしている
うれしそうな表情をしていたとき声をかけている
必要とするときいつでも相談に応じられることを伝えている
プライバシーを保つように環境を整えている
不安や心配ごとを解決するためにチームメンバーや他職種に相談している
危機状態にあるときいつもそばにいる

項目内容

表2　看護師が実施しているケア項目の中で１元配置分散分析の結果、どの群間においても有意差が認められなかった項目の因子分析

不安や心配なことはないか聴いている

できる範囲で自律した日常生活ができるよう環境を整えている
生活様式を変更せざるを得ないとき、納得して行うまで見守っている
日常生活が自律してできるように自助具の工夫をしている
今までの生活様式の変更(生活の再構築)しなければならないとき、対象が理解できるように説明している
能動的な行動を肯定的に見守っている
メリハリのある生活を自ら作れるように援助している
手の届く位置に食事、飲み物、テレビのリモコンなど置いている
好みに合うように衣服の調整をしている
入眠できるよう特に対象のベッド周辺の環境を整えている
残存機能（持っている機能や能力）をできるだけ生かすように援助している
呼吸を妨げないよう衣服や寝具の調整をしている　
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　　その後経験が 15 年目以上になると治療方針に関

する自己決定を促す援助といった新たな援助を実

践することになり、第３段階と位置づけることが

できる。この段階はキュアへのサポートからケア

へのサポートに転換がなされる、内容となる。

　　第４段階（20 年目～）は、治療の場に限定され

ているものの患者の疾病以外の側面への配慮で治

療や検査に直接関連することのない援助が実践さ

れる段階、である。徐々に日常生活での医療サー

ビスの利用を促す援助の実践の頻度を上げながら

到達する段階で第３段階と共に、中期キャリアに

該当するのではないか。20 年というキャリアの積

み重ねにより患者が抱える症状や疾病以外にも目

を向けた看護実践である。しかしキャリアアップ

によって充実した実践も 25 ～ 29 年目群において

は一旦全てにおいて実践頻度の減少が示された。

　　30 年目になると医療提供者側からではなく、患

者個人の視点に基づいた個別を尊重したその人ら

しい生活とその発展への援助が実践され始める段

階である。この第５段階とも言える実践は、医療

現場から地域での生活の場へと中心が変わる点で、

医療現場でのキャリアを積み上げたことによる実

践の機会が増える内容とは質的で異なったもので

ある ( 表 3)。

Ⅴ . 考　察

看護師のキャリア・ディベロップメントについて
１) 従来のキャリアモデルとの比較

　第 1 段階から第 3 段階のキャリア

　　本研究では、対象の経験年数を 9 段階に区切っ

たが、ケアの内容から判断し表 3 に示すように 5

段階に分類した。それは、以下の理由からである。

　　第１段階は、ベナー（1984/1992) の一人前ま

でのレベルである。初心者から経験年数 4 年未満

とし、日常生活での医療やサービス利用を促す援

助を徐々に実践しながら、①具体的な援助や環境

整備の実践や②患者と言語的なコミュニケーショ

ンなどにより業務を拡大する時期である。

　　第 2 段階 (4 年目～ ) は、処置や検査についての

説明不足を回避する援助を中心として実践の頻度

が上昇する段階。この段階がベナー（1984/1992)

の達人レベルに該当することが示された。加えて

15 年目以降でも実施頻度が上昇する実践が認めら

れた。シャイン (1978/1991) が指摘した中期・後

期キャリアに匹敵するキャリアアップが示唆され

た。

　　第 3 段階 (15 年目～ ) は、治療方針に関する自

己決定を促す援助である。他職種と情報交換しな

がら治療方針に関する自己決定を促す援助、安全

に配慮した楽になる援助といった本研究で示され

た実践内容は、専門職として経験を重ねることで

深化する技術や知識に促されるもの、と言えるか

もしれない。看護師の自立的判断能力が 15 ～ 20

年目に高まり、20 年目においてアセスメント能力

が高まると奥田ら (2012) が指摘した内容につなが

る実践内容と考えられる。辻ら (2007) が示唆した

中堅看護師におけるプラトー現象、宮田ら（2005）

が示唆したモチベーションの停滞は、この時期の

看護実践の発展が単なる経験の積み重ねだけでは

達成することが難しいことを示しているのかもし

れない。

表表 33  看看護護師師ののキキャャリリアアデディィベベロロッッププメメンントト 55 段段階階  

段 階 実 践 の 内 容 

第 1 段階 

(看護師に従事した 

時点～) 

日常生活での医療やサービス利用を促す援助を徐々に 

実践しながら 

・具体的な援助や環境整備の実践 

・患者との言語的なコミュニケーションによる援助 

第２段階（4年目～） ・処置や検査についての説明不足を回避する援助 

第３段階（15 年目～） ・治療や検査に関する自己決定を促す援助 

第４段階（20 年目～） ・患者の身体的反応や内面の反応への注視 

・在宅での生活に必要なサービスの紹介 

・定期的な健康診断・外来通院の必要性の説明 

第５段階（30 年目～） ・個別を尊重したその人らしい生活とその発展への援助 
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２) 後期キャリアの段階と最終的な看護実践目標

　　第 4 段階 (20 年目～ ) は、①患者の身体的反応

や内面の反応への注視、②在宅での生活に必要な

サービスの紹介、③定期的な健康診断・外来通院

の必要性の説明である。20 ～ 24 年目以降では検

査や治療に直接関連しない実践頻度も高まること

から、単なる業務の拡大ではなく直接的な援助に

限らず、間接的な援助を加えていくといった看護

実践の発展がなされると考える。本研究では、前

述のプラトー現象やモチベーションの停滞の時期

を過ぎた 25 年目に入り、一旦 4 ～ 5 年目まで実

施頻度が減少する項目内容が多く認められた。キャ

リア後期は、仕事の経験はあるが衰えがあること

を自覚し周囲への気兼ねを痛感しながら、職業人

として組織内にとどまりたいと希望している ( 佐伯

ら，2015)。また、親の介護問題や後輩の台頭（役

割交替）、退職を控え看護人生を振り返る時期（看

護師としての集大成）でもある。個人生活での役

割変更と職場での役割交替が重なった時期と考え

れば、戸惑いと目標喪失が顕著となったとも考え

られ、キャリアのある種の危機とも言えるのでは

ないか。

　　第 5 段階 (30 年目～ ) は、個別を尊重したその

人らしい生活とその発展への実践である。一つは

苦痛の軽減や排泄等の援助は極めて基本的な欲求

であり個別的である。これらの項目は 1 年未満か

らも実践頻度が高く基礎教育からの積み重ねとも

考えられる。2 つは 30 年目以降に実施頻度が上昇

した内容は、患者を主体者としたより積極的な発

展への実践とも言えるかもしれない。＜医療圏内

での看護＞から＜社会における看護＞への転換が

惹き起こされた、と思われる。＜社会における看

護＞は特定の現場に限定されず半永久的に実施さ

れる必要のある実践であり、安楽に基づいた実践

とも言い換えることができるかもしれない。その

人らしい生活ができるような状況づくりの実践、

その人らしい生活を構築するための実践は、30 年

という看護キャリアの積み重ねだけではなく、社

会人としての経験を加えた背景に出現したとも考

えられる。これまで想定されていた医療現場にお

ける累積的もしくは連続的なキャリア・ディベロッ

プメントではなく、看護師の役割に関する質的な

転換によるキャリアの存在が示唆されたと、言え

ないか。多くの看護実践の頻度が低下する時期に、

もう一度自分の看護のありようを見直し、看護師

としての動機に立ち戻ることで、幅のある看護実

践の域に到達するのではないだろうか。後期キャ

リアの実践目標は、看護教育を含め相応の人生経

験を伴った 30 年以上のキャリアを考えたプログラ

ム編成が必要とされる。

Ⅵ . まとめ

「安楽ケア」に重きを置いた本研究では、看護年数

に伴った看護実践の頻度に着目し看護師のキャリア・

ディベロップメントには5段階あることが示唆された。

人間としての人生教育とキャリアについての教育、ワー

クバランスに着目すると、以下の３点が重要なポイン

トになるのではないか。①職業人としてのキャリア教

育、②キャリア人生と組み合わせた教育プログラム、

③看護キャリアを積んだ者の社会貢献を最終目標とし

たキャリア教育のプログラム、である。
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